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令和８年２月

「科学研究費助成事業－科研費－科学研究費補助金の使用について各研究機関が行うべき事務等」

の主な変更点

令和８(2026)年度 令和７(2025)年度 
独立行政法人日本学術振興会（以下「日本学術振興会」

という。）が取り扱う令和８(2026)年度科学研究費助成事

業（科学研究費補助金（「特別推進研究」、「新学術領域研

究（研究領域提案型）」、「学術変革領域研究（Ａ）」、「基盤

研究（Ａ）」、「若手研究（Ａ）（平成２９(2017)年度以前に

採択された研究課題）」、「研究成果公開促進費（学術図書）」

及び「研究成果公開促進費（データベース）」））（以下「補

助金」という。）の使用について各研究機関が行うべき事

務等は次のとおりとする。なお、本規程に定めのない事項

については、「研究機関における公的研究費の管理・監査

のガイドライン」、「研究活動における不正行為への対応等

に関するガイドライン」等を踏まえ、各研究機関が定める

規程等に従って適切に行うものとする。 

独立行政法人日本学術振興会（以下「日本学術振興会」

という。）が取り扱う令和７(2025)年度科学研究費助成事

業（科学研究費補助金（「特別推進研究」、「新学術領域研

究（研究領域提案型）」、「学術変革領域研究（Ａ）」、「学術

変革領域研究（Ｂ）」、「基盤研究（Ｓ）」、「基盤研究（Ａ）」、

「若手研究（Ａ）（平成２９(2017)年度以前に採択された

研究課題）」、「研究成果公開促進費（学術図書）」及び「研

究成果公開促進費（データベース）」））（以下「補助金」と

いう。）の使用について各研究機関が行うべき事務等は次

のとおりとする。なお、本規程に定めのない事項について

は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイド

ライン」、「研究活動における不正行為への対応等に関する

ガイドライン」等を踏まえ、各研究機関が定める規程等に

従って適切に行うものとする。

１ 申請資格の確認 １ 申請資格の確認 

1-1 交付申請書に記載された研究代表者（「研究成果公

開促進費（学術図書）」及び「研究成果公開促進費（デ

ータベース）」にあっては「代表者」と読み替えるも

のとする。以下同じ。）及び研究分担者が、交付申請

の時点において、以下の要件を満たす者であることを

確認すること。

1-1 交付申請書に記載された研究代表者（「研究成果公

開促進費（学術図書）」及び「研究成果公開促進費（デ

ータベース）」にあっては「代表者」と読み替えるも

のとする。以下同じ。）及び研究分担者が、交付申請

の時点において、以下の要件を満たす者であることを

確認すること。

（略） （略）

② 「研究成果公開促進費」について、代表者が以下の公

募要領に定める応募資格を有する者であることを確認

すること。

令和８(2026)年度科学研究費助成事業－科研費－

公募要領（科学研究費補助金）（研究成果公開促進費） 

② 「研究成果公開促進費」について、代表者が以下の公

募要領に定める応募資格を有する者であることを確認

すること。

令和７(2025)年度科学研究費助成事業－科研費－

公募要領（科学研究費補助金）（研究成果公開促進費） 

（略）  （略） 

２ 研究代表者及び研究分担者との関係に関する定め ２ 研究代表者及び研究分担者との関係に関する定め 

 （略）  （略） 

３ 研究機関が行う事務の内容 ３ 研究機関が行う事務の内容 

 （略）  （略） 

【費目別の収支管理】 

3-6 直接経費（補助事業の遂行に必要な経費（研究成果

の取りまとめに必要な経費を含む。））の各費目の対象

となる経費の例は、以下のとおり。「特別推進研究」、

「新学術領域研究（研究領域提案型）」、「学術変革領域

研究（Ａ）」、「基盤研究（Ａ）」及び「若手研究（Ａ）」

に係る直接経費の収支管理は、様式Ｂ－１「収支簿」

を用いて、以下の費目ごとに行うこと。

【費目別の収支管理】 

3-6 直接経費（補助事業の遂行に必要な経費（研究成果

の取りまとめに必要な経費を含む。））の各費目の対象

となる経費の例は、以下のとおり。「特別推進研究」、

「新学術領域研究（研究領域提案型）」、「学術変革領域

研究」、「基盤研究」及び「若手研究」に係る直接経費

の収支管理は、様式Ｂ－１「収支簿」を用いて、以下

の費目ごとに行うこと。

3-7 「研究成果公開促進費（学術図書）」に係る直接経費

の収支管理は、様式Ｃ－５３－１「費用計算書（研究

成果公開促進費「学術図書」＜直接出版費＞（紙媒体

のみで刊行する場合又は紙媒体と電子媒体双方で刊行

する場合）」、様式Ｃ－５３－２「費用計算書（研究成

果公開促進費「学術図書」＜直接出版費＞（電子媒体

3-7 「研究成果公開促進費（学術図書）」に係る直接経費

の収支管理は、様式Ｃ－５３－１「費用計算書（研究

成果公開促進費「学術図書」＜直接出版費＞（紙媒体

のみで刊行する場合又は紙媒体と電子媒体双方で刊行

する場合）」、様式Ｃ－５３－２「費用計算書（研究成

果公開促進費「学術図書」＜直接出版費＞（電子媒体

別紙６ 
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のみで刊行する場合））」又は様式Ｃ－５３－３「費用

計算書（研究成果公開促進費「学術図書」＜翻訳・校

閲経費＞」を用いて、以下の費目ごとに行うこと。 

その他（直接出版費） 

学術図書の刊行に係る経費（組版代、製版

代、刷版代、印刷代、用紙代、製本代及び電

子化代） 

（翻訳・校閲経費） 

学術図書の刊行に際し、日本語で書かれた

原稿を外国語に翻訳・校閲するための経費 

のみで刊行する場合））」又は様式Ｃ－５３－３「費用

計算書（研究成果公開促進費「学術図書」＜翻訳・校

閲経費＞」を用いて、以下の費目ごとに行うこと。 

その他（直接出版費） 

学術図書の刊行に係る経費（組版代、製版

代、刷版代、印刷代、用紙代、製本代及び電

子代） 

（翻訳・校閲経費） 

学術図書の刊行に際し、日本語で書かれた

原稿を外国語に翻訳・校閲するための経費 

  

 （略）  （略） 

  

【使用の制限】 

3-11 「特別推進研究」、「新学術領域研究（研究領域提案

型）」、「学術変革領域研究（Ａ）」、「基盤研究（Ａ）」及

び「若手研究（Ａ）」の直接経費は、次の費用として使

用しないこと。 

① 建物等の施設に関する経費（直接経費により購入

した物品を導入することにより必要となる据付等

のための経費を除く。） 

② 補助事業遂行中に発生した事故・災害の処理のた

めの経費 

③ 研究代表者又は研究分担者の人件費・謝金 

④ 上記のほか、間接経費を使用することが適切な経

費 

【使用の制限】 

3-11 「特別推進研究」、「新学術領域研究（研究領域提案

型）」、「学術変革領域研究」、「基盤研究」及び「若手研

究」の直接経費は、次の費用として使用しないこと。 

① 建物等の施設に関する経費（直接経費により購入

した物品を導入することにより必要となる据付等

のための経費を除く。） 

② 補助事業遂行中に発生した事故・災害の処理のた

めの経費 

③ 研究代表者又は研究分担者の人件費・謝金 

④ 上記のほか、間接経費を使用することが適切な経

費 

  

 （略）  （略） 

  

【交付申請書の記載内容の変更に係る手続】 

3-19 「特別推進研究」、「新学術領域研究（研究領域提案

型）」、「学術変革領域研究（Ａ）」、「基盤研究（Ａ）」及

び「若手研究（Ａ）」に係る次の手続を行うこと。 

 

（略） 

 

② 翌年度にわたる直接経費の使用 

当該年度の補助事業が、交付決定時には予想し得な

かった繰越要件に合致するやむを得ない事由に基づ

き、予定の期間内に完了しない見込みとなった場合で

あって、研究代表者が、補助事業の期間を延長するとと

もに、補助金の全部又は一部を翌年度に使用すること

を希望する場合に、研究代表者が作成する様式Ｃ－２

６「繰越を必要とする理由書」を取りまとめ、令和９

(2027)年３月１日までに日本学術振興会へ申請を行う

こと。 

なお、取りまとめに当たり、事前にその内容等につい

て、様式Ｂ－２別紙２「科学研究費助成事業に係る繰越

要件等事前確認票」により繰越要件に合致することを

確認するとともに、研究機関において補助事業期間終

了後５年間保管しておくこと。 

【交付申請書の記載内容の変更に係る手続】 

3-19 「特別推進研究」、「新学術領域研究（研究領域提案

型）」、「学術変革領域研究」、「基盤研究」及び「若手研

究」に係る次の手続を行うこと。 

 

（略） 

 

② 翌年度にわたる直接経費の使用 

当該年度の補助事業が、交付決定時には予想し得な

かった繰越要件に合致するやむを得ない事由に基づ

き、予定の期間内に完了しない見込みとなった場合で

あって、研究代表者が、補助事業の期間を延長するとと

もに、補助金の全部又は一部を翌年度に使用すること

を希望する場合に、研究代表者が作成する様式Ｃ－２

６「繰越を必要とする理由書」を取りまとめ、令和８

(2026)年３月１日までに日本学術振興会へ申請を行う

こと。 

なお、取りまとめに当たり、事前にその内容等につい

て、様式Ｂ－２別紙２「科学研究費助成事業に係る繰越

要件等事前確認票」により繰越要件に合致することを

確認するとともに、研究機関において補助事業期間終

了後５年間保管しておくこと。 

  

 （略）  （略） 

  

⑧ 研究代表者の交替 

「学術変革領域研究（Ａ）」の総括班研究課題の研究

代表者が応募資格を有しなくなる場合において、研究

代表者の交替（補助事業の研究分担者に交替する場合

に限る。）により補助事業の継続を希望する場合、又は

応募資格の喪失以外のやむを得ない事由により、研究

代表者を交替（補助事業の研究分担者に交替する場合

に限る。）しようとする場合には、当該研究代表者が新

たに研究代表者となる者の意思を確認し、科学技術・学

⑧ 研究代表者の交替 

「学術変革領域研究」の計画研究（総括班研究課題に

限る。）の研究代表者が応募資格を有しなくなる場合に

おいて、研究代表者の交替（補助事業の研究分担者に交

替する場合に限る。）により補助事業の継続を希望する

場合、又は応募資格の喪失以外のやむを得ない事由に

より、研究代表者を交替（補助事業の研究分担者に交替

する場合に限る。）しようとする場合には、当該研究代

表者が新たに研究代表者となる者の意思を確認し、科
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術審議会における審査を経た上で作成する様式Ｃ－９

「補助事業者変更承認申請書」により申請を行い、日本

学術振興会の承認を得ること。その際、研究分担者が、

他の研究機関に所属する研究者と研究代表者を交替し

て新たな研究代表者となった場合には、新たな研究代

表者が作成する様式Ｃ－１０－２「研究代表者交替に

伴う所属研究機関変更届」により、日本学術振興会への

届出を行うこと。 

「学術変革領域研究（Ａ）」の計画研究の研究代表者

が欠けた場合において、研究分担者がその総意により、

研究代表者を交替（補助事業の研究分担者に交替する

場合に限る。）して補助事業の継続を希望する場合に

は、科学技術・学術審議会における審査を経た上で、様

式Ｃ－９「補助事業者変更承認申請書」により申請を行

い、日本学術振興会の承認を得ること。その際、研究分

担者が、他の研究機関に所属する研究者から研究代表

者を交替して、新たな研究代表者となった場合には、新

たな研究代表者が作成する様式Ｃ－１０－２「研究代

表者交替に伴う所属研究機関変更届」により、日本学術

振興会への届出を行うこと。 

学技術・学術審議会における審査を経た上で作成する

様式Ｃ－９「補助事業者変更承認申請書」により申請を

行い、日本学術振興会の承認を得ること。その際、研究

分担者が、他の研究機関に所属する研究者と研究代表

者を交替して新たな研究代表者となった場合には、新

たな研究代表者が作成する様式Ｃ－１０－２「研究代

表者交替に伴う所属研究機関変更届」により、日本学術

振興会への届出を行うこと。 

「学術変革領域研究」の計画研究の研究代表者が欠

けた場合において、研究分担者がその総意により、研究

代表者を交替（補助事業の研究分担者に交替する場合

に限る。）して補助事業の継続を希望する場合には、科

学技術・学術審議会における審査を経た上で、様式Ｃ－

９「補助事業者変更承認申請書」により申請を行い、日

本学術振興会の承認を得ること。その際、研究分担者

が、他の研究機関に所属する研究者から研究代表者を

交替して、新たな研究代表者となった場合には、新たな

研究代表者が作成する様式Ｃ－１０－２「研究代表者

交替に伴う所属研究機関変更届」により、日本学術振興

会への届出を行うこと。 

  

 （略）  （略） 

  

⑫ 育児休業等の取得に伴う研究期間の延長 

研究代表者が、育児休業等の取得により年度内に研

究を中断し、かつ年度内に研究を再開する場合であっ

て、翌年度以降の研究実施計画の変更に伴い、研究期間

の延長を希望する場合には、当該研究代表者が作成す

る様式Ｃ－１３－２「産前産後の休暇又は育児休業の

取得に伴う研究期間延長承認申請書」により令和９

(2027)年３月１日までに申請を行い、日本学術振興会

の承認を得ること。 

⑫ 育児休業等の取得に伴う研究期間の延長 

研究代表者が、育児休業等の取得により年度内に研

究を中断し、かつ年度内に研究を再開する場合であっ

て、翌年度以降の研究実施計画の変更に伴い、研究期間

の延長を希望する場合には、当該研究代表者が作成す

る様式Ｃ－１３－２「産前産後の休暇又は育児休業の

取得に伴う研究期間延長承認申請書」により令和８

(2026)年３月１日までに申請を行い、日本学術振興会

の承認を得ること。 

  

⑬ 海外における研究滞在等による中断 

研究代表者（「学術変革領域研究（Ａ）」の総括班研究

課題の研究代表者を除く。）が、海外における研究滞在

等により研究を中断し、未使用の補助金について中断

の終了後に再交付を受けることを希望する場合には、

当該研究代表者が作成する様式Ｃ－１３－５「海外に

おける研究滞在等による研究中断承認申請書」により

申請を行い、日本学術振興会の承認を得るとともに、未

使用の補助金を返還し、中断の時までの補助事業につ

いて、中断の承認を得た後、６１日以内に、当該研究代

表者が作成する様式Ｃ－６「実績報告書（収支決算報告

書）」及び様式Ｃ－７－１「実績報告書（研究実績報告

書）」を取りまとめ、日本学術振興会に実績報告を行う

こと。 

⑬ 海外における研究滞在等による中断 

研究代表者（「学術変革領域研究」の計画研究の総括

班研究課題の研究代表者を除く。）が、海外における研

究滞在等により研究を中断し、未使用の補助金につい

て中断の終了後に再交付を受けることを希望する場合

には、当該研究代表者が作成する様式Ｃ－１３－５「海

外における研究滞在等による研究中断承認申請書」に

より申請を行い、日本学術振興会の承認を得るととも

に、未使用の補助金を返還し、中断の時までの補助事業

について、中断の承認を得た後、６１日以内に、当該研

究代表者が作成する様式Ｃ－６「実績報告書（収支決算

報告書）」及び様式Ｃ－７－１「実績報告書（研究実績

報告書）」を取りまとめ、日本学術振興会に実績報告を

行うこと。 

  

⑭ 海外における研究滞在等に伴う研究期間の延長 

研究代表者（「学術変革領域研究（Ａ）」の総括班研究

課題の研究代表者を除く。）が、海外における研究滞在

等により年度内に研究を中断し、かつ年度内に研究を

再開する場合であって、翌年度以降の研究実施計画の

変更に伴い、研究期間の延長を希望する場合には、当該

研究代表者が作成する様式Ｃ－１３－６「海外におけ

る研究滞在等に伴う研究期間延長承認申請書」により

令和９(2027)年３月１日までに申請を行い、日本学術

振興会の承認を得ること。なお、研究期間は、海外にお

ける研究滞在等により研究を中断する期間に応じて延

長することができる。ただし、海外における研究滞在等

により応募資格を有しなくなる場合には、「3-19⑬」に

規定する手続を行うこと。 

⑭ 海外における研究滞在等に伴う研究期間の延長 

研究代表者（「学術変革領域研究」の計画研究の総括

班研究課題の研究代表者を除く。）が、海外における研

究滞在等により年度内に研究を中断し、かつ年度内に

研究を再開する場合であって、翌年度以降の研究実施

計画の変更に伴い、研究期間の延長を希望する場合に

は、当該研究代表者が作成する様式Ｃ－１３－６「海外

における研究滞在等に伴う研究期間延長承認申請書」

により令和８(2026)年３月１日までに申請を行い、日

本学術振興会の承認を得ること。なお、研究期間は、海

外における研究滞在等により研究を中断する期間に応

じて延長することができる。ただし、海外における研究

滞在等により応募資格を有しなくなる場合には、「3-19

⑬」に規定する手続を行うこと。 
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 （略）  （略） 

3-20 「研究成果公開促進費（学術図書）」に係る次の手

続を行うこと。 

① 翌年度にわたる直接経費の使用 

当該年度の補助事業が、交付決定時には予想し得な

かった繰越要件に合致するやむを得ない事由に基づ

き、予定の期間内に完了しない見込みとなった場合で

あって、代表者が、補助事業の期間を延長するととも

に、補助金の全部を翌年度に使用することを希望する

場合に、代表者が作成する様式Ｃ－２６「繰越を必要と

する理由書」を取りまとめ、令和９(2027)年３月１日ま

でに日本学術振興会へ申請を行うこと。 

なお、取りまとめに当たり、事前にその内容等につい

て、様式Ｂ－２別紙２「科学研究費助成事業に係る繰越

要件等事前確認票」により繰越要件に合致することを

確認するとともに、研究機関において補助事業期間終

了後５年間保管しておくこと。 

3-20 「研究成果公開促進費（学術図書）」に係る次の手

続を行うこと。 

① 翌年度にわたる直接経費の使用 

当該年度の補助事業が、交付決定時には予想し得な

かった繰越要件に合致するやむを得ない事由に基づ

き、予定の期間内に完了しない見込みとなった場合で

あって、代表者が、補助事業の期間を延長するととも

に、補助金の全部を翌年度に使用することを希望する

場合に、代表者が作成する様式Ｃ－２６「繰越を必要と

する理由書」を取りまとめ、令和８(2026)年３月１日ま

でに日本学術振興会へ申請を行うこと。 

なお、取りまとめに当たり、事前にその内容等につい

て、様式Ｂ－２別紙２「科学研究費助成事業に係る繰越

要件等事前確認票」により繰越要件に合致することを

確認するとともに、研究機関において補助事業期間終

了後５年間保管しておくこと。 

  

② 事業計画の変更 

代表者は、事業計画を変更し、交付申請書の記載事項

について、以下の範囲内において変更できるため、補助

事業の実施状況を常に把握すること。 

ア 「直接出版費」及び「翻訳・校閲経費」について、

各々５０％の増減内で変更すること 

イ 「ページ数」、「翻訳後の原稿予定枚数」及び「校

閲原稿予定枚数」について、各々５０％の増減内で

変更すること 

ウ 令和８(2026)年度に刊行又は翻訳・校閲を行う場

合の「出版社等への原稿渡し日」又は「翻訳・校閲

期間開始日」を予定より早めること又は令和８

(2026)年６月３０日を超えない範囲で遅らせるこ

と 

ただし、令和８(2026)年度に翻訳・校閲の上、刊

行する場合の「出版社等への原稿渡し日」について

は、予定より早めること又は補助事業の実施期間

（令和９(2027)年２月末日）を超えない範囲で６０

日以内遅らせること 

エ 「発行予定年月日」及び「翻訳・校閲期間完了日」

について、予定より早めること又は補助事業の実施

期間を超えない範囲で６０日以内遅らせること 

代表者が、上記の範囲を超えて交付申請書の記載事

項を変更しようとする場合、及び交付申請書の記載事

項のうち「刊行物の名称」、「著者・著作権者」、「編者」、

「発行部数」、「定価」又は「卸売価格」を変更しようと

する場合に、当該代表者が作成する様式Ｃ－５４－２

「事業計画変更承認申請書（研究成果公開促進費「学術

図書」）」により申請を行い、日本学術振興会の承認を得

ること。 

② 事業計画の変更 

代表者は、事業計画を変更し、交付申請書の記載事項

について、以下の範囲内において変更できるため、補助

事業の実施状況を常に把握すること。 

ア 「直接出版費」及び「翻訳・校閲経費」について、

各々５０％の増減内で変更すること 

イ 「ページ数」、「翻訳後の原稿予定枚数」及び「校

閲原稿予定枚数」について、各々５０％の増減内で

変更すること 

ウ 令和７(2025)年度に刊行又は翻訳・校閲を行う場

合の「出版社等への原稿渡し日」又は「翻訳・校閲

期間開始日」を予定より早めること又は令和７

(2025)年６月３０日を超えない範囲で遅らせるこ

と 

ただし、令和７(2025)年度に翻訳・校閲の上、刊

行する場合の「出版社等への原稿渡し日」について

は、予定より早めること又は補助事業の実施期間

（令和８(2026)年２月末日）を超えない範囲で６０

日以内遅らせること 

エ 「発行予定年月日」及び「翻訳・校閲期間完了日」

について、予定より早めること又は補助事業の実施

期間を超えない範囲で６０日以内遅らせること 

代表者が、上記の範囲を超えて交付申請書の記載事

項を変更しようとする場合、及び交付申請書の記載事

項のうち「刊行物の名称」、「著者・著作権者」、「編者」、

「発行部数」、「定価」又は「卸売価格」を変更しようと

する場合に、当該代表者が作成する様式Ｃ－５４－２

「事業計画変更承認申請書（研究成果公開促進費「学術

図書」）」により申請を行い、日本学術振興会の承認を得

ること。 

  

 （略）  （略） 

  

④ 代表者の応募資格の喪失等 

代表者が、応募資格を有しなくなる場合、補助事業を

継続できなくなる場合、又は補助事業以外で不正使用、

不正受給若しくは不正行為により補助金を交付しない

こととされた場合には、③により補助事業の廃止の手

続を行うこと。 

④ 代表者の応募資格の喪失等 

代表者が、補助事業を遂行することができなくなっ

た場合、又は補助事業以外で不正使用、不正受給若しく

は不正行為により補助金を交付しないこととされた場

合には、③により補助事業の廃止の手続を行うこと。 

  

⑤ 所属する研究機関の変更 

新たに所属することとなった研究者が、既に開始さ

れている補助事業の代表者であり、代表者からの補助

金の管理の委任の依頼を受け入れる場合に、当該代表

者が作成する様式Ｃ－５９－１「代表者所属機関等変

⑤ 所属する研究機関の変更 

新たに所属することとなった研究者が、既に開始さ

れている補助事業の代表者である場合に、当該代表者

が作成する様式Ｃ－５９－１「代表者所属機関等変更

届（研究成果公開促進費）」により、日本学術振興会へ
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更届（研究成果公開促進費）」により、日本学術振興会

への届出を行うこと。 

の届出を行うこと。 

  

3-21 「研究成果公開促進費（データベース）」に係る次

の手続を行うこと。 

① 翌年度にわたる直接経費の使用 

当該年度の補助事業が、交付決定時には予想し得な

かった繰越要件に合致するやむを得ない事由に基づ

き、予定の期間内に完了しない見込みとなった場合で

あって、代表者が、補助事業の期間を延長するととも

に、補助金の全部又は一部を翌年度に使用することを

希望する場合に、代表者が作成する様式Ｃ－２６「繰越

を必要とする理由書」を取りまとめ、令和９(2027)年３

月１日までに日本学術振興会へ申請を行うこと。 

なお、取りまとめに当たり、事前にその内容等につい

て、様式Ｂ－２別紙２「科学研究費助成事業に係る繰越

要件等事前確認票」により繰越要件に合致することを

確認するとともに、研究機関において補助事業期間終

了後５年間保管しておくこと。 

3-21 「研究成果公開促進費（データベース）」に係る次

の手続を行うこと。 

① 翌年度にわたる直接経費の使用 

当該年度の補助事業が、交付決定時には予想し得な

かった繰越要件に合致するやむを得ない事由に基づ

き、予定の期間内に完了しない見込みとなった場合で

あって、代表者が、補助事業の期間を延長するととも

に、補助金の全部又は一部を翌年度に使用することを

希望する場合に、代表者が作成する様式Ｃ－２６「繰越

を必要とする理由書」を取りまとめ、令和８(2026)年３

月１日までに日本学術振興会へ申請を行うこと。 

なお、取りまとめに当たり、事前にその内容等につい

て、様式Ｂ－２別紙２「科学研究費助成事業に係る繰越

要件等事前確認票」により繰越要件に合致することを

確認するとともに、研究機関において補助事業期間終

了後５年間保管しておくこと。 

  

 （略）  （略） 

  

④ 代表者の応募資格の喪失等 

代表者が、応募資格を有しなくなる場合、補助事業を

継続できなくなる場合、又は補助事業以外で不正使用、

不正受給若しくは不正行為により補助金を交付しない

こととされた場合には、③により補助事業の廃止の手

続を行うこと。 

④ 代表者の応募資格の喪失等 

代表者が、補助事業を遂行することができなくなっ

た場合、又は補助事業以外で不正使用、不正受給若しく

は不正行為により補助金を交付しないこととされた場

合には、③により補助事業の廃止の手続を行うこと。 

  

⑤ 所属する研究機関の変更 

代表者が、他の研究機関に所属することとなる場合

であって、直接経費に残額があり、当該代表者が新たに

所属することとなる研究機関が代表者からの補助金の

管理の委任の依頼を受け入れる場合に、当該代表者が

新たに所属することとなる研究機関に対してこれを送

金すること。 

代表者が、他の研究機関に所属することとなり、かつ

当該代表者が新たに所属することとなる研究機関が代

表者からの補助金の管理の委任の依頼を受け入れない

場合、又は研究機関に所属しないこととなる場合であ

って、直接経費に残額がある場合は、当該代表者の専用

口座に対してこれを送金すること。 

新たに所属することとなった研究者が、既に開始さ

れている補助事業の代表者であり、代表者からの補助

金の管理の委任の依頼を受け入れる場合に、当該代表

者が作成する様式Ｃ－５９－１「代表者所属機関等変

更届（研究成果公開促進費）」により、日本学術振興会

への届出を行うこと。 

⑤ 所属する研究機関の変更 

代表者が、他の研究機関に所属することとなる場合

であって、直接経費に残額がある場合に、当該代表者が

新たに所属することとなる研究機関に対してこれを送

金すること。 

代表者が、研究機関に所属しないこととなる場合で

あって、直接経費に残額がある場合は、当該代表者の専

用口座に対してこれを送金すること。 

新たに所属することとなった研究者が、既に開始さ

れている補助事業の代表者である場合に、当該代表者

が作成する様式Ｃ－５９－１「代表者所属機関等変更

届（研究成果公開促進費）」により、日本学術振興会へ

の届出を行うこと。 

  

⑥ 代表者の交替等 

代表者が、当該データベース作成組織の代表者を交

替しようとする場合（応募資格を有しなくなる場合を

含む。）及び作成組織の名称を変更しようとする場合

に、当該代表者（代表者が欠けた場合は、新たに代表者

となろうとする者）が作成する様式Ｃ－５８－１「代表

者交替等承認申請書（研究成果公開促進費）」により申

請を行い、日本学術振興会の承認を得ること。その際、

他の研究機関等に所属する者が、新たな代表者となっ

た場合には、新たな代表者が作成する様式Ｃ－６３「代

表者交替に伴う所属変更届」により、日本学術振興会に

届出を行うこと。なお、新たに代表者となろうとする者

が、当該データベースの作成組織に属し、計画調書に作

成分担者として記載された者であるかを確認するこ

⑥ 代表者の交替等 

代表者が、当該データベース作成組織の代表者を交

替しようとする場合（応募資格を有しなくなる場合を

含む。）及び作成組織の名称を変更しようとする場合

に、当該代表者（代表者が欠けた場合は、新たに代表者

となろうとする者）が作成する様式Ｃ－５８－１「代表

者交替等承認申請書（研究成果公開促進費）」により申

請を行い、日本学術振興会の承認を得ること。その際、

他の研究機関等に所属する者が、新たな代表者となっ

た場合には、新たな代表者が作成する様式Ｃ－６３「代

表者交替に伴う所属変更届」により、日本学術振興会に

届出を行うこと。 
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と。 

  

【実績報告等に係る手続】 

3-22 「特別推進研究」、「新学術領域研究（研究領域提案

型）」、「学術変革領域研究（Ａ）」、「基盤研究（Ａ）」及

び「若手研究（Ａ）」に係る次の手続を行うこと。 

① 実績報告書の提出 

各補助事業について、令和９(2027)年５月３１日ま

で（補助事業を廃止した場合には、当該廃止の承認を得

た後６１日以内）に、研究代表者が作成する、様式Ｃ－

６「実績報告書（収支決算報告書）」及び様式Ｃ－７－

１「実績報告書（研究実績報告書）」を取りまとめ、日

本学術振興会に実績報告を行うこと。また、実績報告時

に未使用の補助金が生じた場合には、日本学術振興会

に返還すること。 

【実績報告等に係る手続】 

3-22 「特別推進研究」、「新学術領域研究（研究領域提案

型）」、「学術変革領域研究」、「基盤研究」及び「若手研

究」に係る次の手続を行うこと。  

① 実績報告書の提出 

各補助事業について、令和８(2026)年５月３１日ま

で（補助事業を廃止した場合には、当該廃止の承認を得

た後６１日以内）に、研究代表者が作成する、様式Ｃ－

６「実績報告書（収支決算報告書）」及び様式Ｃ－７－

１「実績報告書（研究実績報告書）」を取りまとめ、日

本学術振興会に実績報告を行うこと。また、実績報告時

に未使用の補助金が生じた場合には、日本学術振興会

に返還すること。 

  

② 翌年度にわたる補助金の使用を行う場合の実績報告

書の提出 

補助事業の期間が延長されるとともに、翌年度にわ

たる補助金の使用が行われる場合には、研究代表者が

補助事業を開始した年度の終了時において作成する、

様式Ｃ－１７－１「実績報告書（収支決算報告書（２））」

により日本学術振興会に実績報告を行うとともに、令

和１０(2028)年５月３１日まで（補助事業を廃止した

場合には、当該廃止の承認を得た後６１日以内）に、様

式Ｃ－６「実績報告書（収支決算報告書）」及び様式Ｃ

－７－１「実績報告書（研究実績報告書）」を取りまと

め、日本学術振興会に実績報告を行うこと。 

② 翌年度にわたる補助金の使用を行う場合の実績報告

書の提出 

補助事業の期間が延長されるとともに、翌年度にわ

たる補助金の使用が行われる場合には、研究代表者が

補助事業を開始した年度の終了時において作成する、

様式Ｃ－１７－１「実績報告書（収支決算報告書（２））」

により日本学術振興会に実績報告を行うとともに、令

和９(2027)年５月３１日まで（補助事業を廃止した場

合には、当該廃止の承認を得た後６１日以内）に、様式

Ｃ－６「実績報告書（収支決算報告書）」及び様式Ｃ－

７－１「実績報告書（研究実績報告書）」を取りまとめ、

日本学術振興会に実績報告を行うこと。 

  

3-23 「研究成果公開促進費（学術図書）」に係る次の手

続を行うこと。 

① 実績報告書の提出 

各補助事業について、その完了の後、６１日以内又は

令和９(2027)年３月１０日のいずれか早い日までに、

代表者が作成する、様式Ｃ－５６－２「実績報告書（研

究成果公開促進費「学術図書」）」、様式Ｃ－５３－１「費

用計算書（研究成果公開促進費「学術図書」＜直接出版

費＞（紙媒体のみで刊行する場合又は紙媒体と電子媒

体双方で刊行する場合））」、様式Ｃ－５３－２「費用計

算書（研究成果公開促進費「学術図書」＜直接出版費＞

（電子媒体のみで刊行する場合））」、様式Ｃ－５３－３

「費用計算書（研究成果公開促進費「学術図書」＜翻訳・

校閲経費＞）」、様式Ｃ－６２「出荷先一覧表」、出荷先

ごとの出荷伝票や在庫証明書等の写し及び「刊行物一

式（翻訳・校閲のみを行う場合は、翻訳・校閲後の原稿）」

を取りまとめ、日本学術振興会に実績報告を行うこと。

ただし、補助事業の期間が延長された場合には、補助事

業の完了の後、６１日以内又は令和１０(2028)年３月

１０日のいずれか早い日までに、上記の手続を行うこ

と。 

また、補助事業の完了の後に行う実績の報告に伴い、

日本学術振興会から関係書類の提出を求められた場合

は、遅滞なく関係書類を提出しなければならないこと

とされているので、その場合には、関係書類を取りまと

め、日本学術振興会に提出すること。 

3-23 「研究成果公開促進費（学術図書）」に係る次の手

続を行うこと。 

① 実績報告書の提出 

各補助事業について、その完了の後、６１日以内又は

令和８(2026)年３月１０日のいずれか早い日までに、

代表者が作成する、様式Ｃ－５６－２「実績報告書（研

究成果公開促進費「学術図書」）」、様式Ｃ－５３－１「費

用計算書（研究成果公開促進費「学術図書」＜直接出版

費＞（紙媒体のみで刊行する場合又は紙媒体と電子媒

体双方で刊行する場合））」、様式Ｃ－５３－２「費用計

算書（研究成果公開促進費「学術図書」＜直接出版費＞

（電子媒体のみで刊行する場合））」、様式Ｃ－５３－３

「費用計算書（研究成果公開促進費「学術図書」＜翻訳・

校閲経費＞）」、様式Ｃ－６２「出荷先一覧表」、出荷し

た際の伝票の写し及び「刊行物一式（翻訳・校閲のみを

行う場合は、翻訳・校閲後の原稿）」を取りまとめ、日

本学術振興会に実績報告を行うこと。ただし、補助事業

の期間が延長された場合には、補助事業の完了の後、６

１日以内又は令和９(2027)年３月１０日のいずれか早

い日までに、上記の手続を行うこと。 

また、補助事業の完了の後に行う実績の報告に伴い、

日本学術振興会から関係書類の提出を求められた場合

は、遅滞なく関係書類を提出しなければならないこと

とされているので、その場合には、関係書類を取りまと

め、日本学術振興会に提出すること。 

  

② 翌年度にわたる直接経費の使用を行う場合の実績報

告書の提出 

補助事業の期間が延長されるとともに、翌年度にわ

たる補助金の使用が行われる場合には、代表者が補助

事業を開始した年度の終了時において作成する、様式

Ｃ－６０－７「実績報告書（２）（研究成果公開促進費

「学術図書」）」により日本学術振興会に実績報告を行

② 翌年度にわたる直接経費の使用を行う場合の実績報

告書の提出 

補助事業の期間が延長されるとともに、翌年度にわ

たる補助金の使用が行われる場合には、代表者が補助

事業を開始した年度の終了時において作成する、様式

Ｃ－６０－７「実績報告書（２）（学術図書）」により日

本学術振興会に実績報告を行うとともに、令和９
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うとともに、令和１０(2028)年３月１０日まで（補助事

業を廃止した場合には、当該廃止の承認を得た後６１

日以内）に、代表者が作成する様式Ｃ－５６－２「実績

報告書（研究成果公開促進費「学術図書」）」、様式Ｃ－

５３－１「費用計算書（研究成果公開促進費「学術図書」

＜直接出版費＞（紙媒体のみで刊行する場合又は紙媒

体と電子媒体双方で刊行する場合））」、様式Ｃ－５３－

２「費用計算書（研究成果公開促進費「学術図書」＜直

接出版費＞（電子媒体のみで刊行する場合））」、様式Ｃ

－５３－３「費用計算書（研究成果公開促進費「学術図

書」＜翻訳・校閲経費＞）」、様式Ｃ－６２「出荷先一覧

表」、出荷先ごとの出荷伝票や在庫証明書等の写し及び

「刊行物一式（翻訳・校閲のみを行う場合は、翻訳・校

閲後の原稿）」を取りまとめ、日本学術振興会に実績報

告を行うこと。 

(2027)年３月１０日まで（補助事業を廃止した場合に

は、当該廃止の承認を得た後６１日以内）に、代表者が

作成する様式Ｃ－５６－２「実績報告書（研究成果公開

促進費「学術図書」）」、様式Ｃ－５３－１「費用計算書

（研究成果公開促進費「学術図書」＜直接出版費＞（紙

媒体のみで刊行する場合又は紙媒体と電子媒体双方で

刊行する場合））」、様式Ｃ－５３－２「費用計算書（研

究成果公開促進費「学術図書」＜直接出版費＞（電子媒

体のみで刊行する場合））」、様式Ｃ－５３－３「費用計

算書（研究成果公開促進費「学術図書」＜翻訳・校閲経

費＞）」、様式Ｃ－６２「出荷先一覧表」、出荷した際の

伝票の写し及び「刊行物一式（翻訳・校閲のみを行う場

合は、翻訳・校閲後の原稿）」を取りまとめ、日本学術

振興会に実績報告を行うこと。 

  

3-24 「研究成果公開促進費（データベース）」に係る次

の手続を行うこと。 

① 実績報告書の提出 

各補助事業について、令和９(2027)年５月３１日ま

で（補助事業を廃止した場合には、当該廃止の承認を得

た後６１日以内）に、代表者が作成する様式Ｃ－５６－

３「実績報告書（研究成果公開促進費「データベース」）」

及び「作成したデータベースから出力した任意の１０

レコード」を取りまとめ、日本学術振興会に実績報告を

行うこと。 

また、補助事業の完了又は廃止の後に行う実績の報

告に伴い、日本学術振興会から関係書類の提出を求め

られた場合は、遅滞なく関係書類を提出しなければな

らないこととされているので、その場合には、関係書類

を取りまとめ、日本学術振興会に提出すること。 

3-24 「研究成果公開促進費（データベース）」に係る次

の手続を行うこと。 

① 実績報告書の提出 

各補助事業について、令和８(2026)年５月３１日ま

で（補助事業を廃止した場合には、当該廃止の承認を得

た後６１日以内）に、代表者が作成する様式Ｃ－５６－

３「実績報告書（研究成果公開促進費「データベース」）」

及び「作成したデータベースから出力した任意の１０

レコード」を取りまとめ、日本学術振興会に実績報告を

行うこと。 

また、補助事業の完了又は廃止の後に行う実績の報

告に伴い、日本学術振興会から関係書類の提出を求め

られた場合は、遅滞なく関係書類を提出しなければな

らないこととされているので、その場合には、関係書類

を取りまとめ、日本学術振興会に提出すること。 

  

② 翌年度にわたる直接経費の使用を行う場合の実績報

告書の提出 

補助事業の期間が延長されるとともに、翌年度にわ

たる補助金の使用が行われる場合には、代表者が補助

事業を開始した年度の終了時において作成する様式Ｃ

－６０－８「実績報告書（２）（研究成果公開促進費「デ

ータベース」）」及び「作成したデータベースから出力し

た任意の１０レコード」を取りまとめ、日本学術振興会

に実績報告を行うとともに、令和１０(2028)年５月３

１日まで（補助事業を廃止した場合には、当該廃止の承

認を得た後６１日以内）に、各代表者が作成する様式Ｃ

－５６－３「実績報告書（研究成果公開促進費「データ

ベース」）」及び「作成したデータベースから出力した任

意の１０レコード」を取りまとめ、日本学術振興会に実

績報告を行うこと。 

② 翌年度にわたる直接経費の使用を行う場合の実績報

告書の提出 

補助事業の期間が延長されるとともに、翌年度にわ

たる補助金の使用が行われる場合には、代表者が補助

事業を開始した年度の終了時において作成する様式Ｃ

－６０－８「実績報告書（２）（研究成果公開促進費「デ

ータベース」）」及び「作成したデータベースから出力し

た任意の１０レコード」を取りまとめ、日本学術振興会

に実績報告を行うとともに、令和９(2027)年５月３１

日まで（補助事業を廃止した場合には、当該廃止の承認

を得た後６１日以内）に、各代表者が作成する様式Ｃ－

５６－３「実績報告書（研究成果公開促進費「データベ

ース」）」及び「作成したデータベースから出力した任意

の１０レコード」を取りまとめ、日本学術振興会に実績

報告を行うこと。 

  

【研究成果報告に係る手続】 

3-25 「特別推進研究」、「新学術領域研究（研究領域提案

型）」、「学術変革領域研究（Ａ）」、「基盤研究（Ａ）」及

び「若手研究（Ａ）」に係る次の手続を行うこと。 

① 研究成果報告書等の提出 

「特別推進研究」、「新学術領域研究（研究領域提案

型）」及び「学術変革領域研究（Ａ）」の計画研究、「基

盤研究（Ａ）」並びに「若手研究（Ａ）」の研究課題につ

いて、研究計画の最終年度の翌年度の６月３０日まで

に、研究代表者が作成する、様式Ｃ－１９「研究成果報

告書」により日本学術振興会に成果報告を行うこと。 

特段の理由があって上記の提出期限までに報告書を

取りまとめられない場合には、研究代表者が作成する

様式Ｃ－２１「研究経過報告書」を日本学術振興会に提

出し、研究成果の取りまとめができ次第速やかに、研究

【研究成果報告に係る手続】 

3-25 「特別推進研究」、「新学術領域研究（研究領域提案

型）」、「学術変革領域研究」、「基盤研究」及び「若手研

究」に係る次の手続を行うこと。 

① 研究成果報告書等の提出 

「特別推進研究」、「新学術領域研究（研究領域提案

型）」及び「学術変革領域研究」の計画研究、「基盤研究」

並びに「若手研究」の研究課題について、研究計画の最

終年度の翌年度の６月３０日までに、研究代表者が作

成する、様式Ｃ－１９「研究成果報告書」により日本学

術振興会に成果報告を行うこと。 

特段の理由があって上記の提出期限までに報告書を

取りまとめられない場合には、研究代表者が作成する

様式Ｃ－２１「研究経過報告書」を日本学術振興会に提

出し、研究成果の取りまとめができ次第速やかに、研究
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代表者が作成する研究成果報告書により日本学術振興

会に成果報告を行うこと。 

研究計画最終年度前年度の応募研究課題が採択され

たことに伴い、辞退又は廃止することとなった最終年

度に当たる研究課題の研究の成果については、研究代

表者が作成する様式Ｃ－１９「研究成果報告書」によ

り、日本学術振興会に成果報告（提出期限は、辞退又は

廃止することとなった研究課題の最終年度の翌年度の

６月３０日まで）を行うこと。 

代表者が作成する研究成果報告書により日本学術振興

会に成果報告を行うこと。 

研究計画最終年度前年度の応募研究課題が採択され

たことに伴い、辞退又は廃止することとなった最終年

度に当たる研究課題の研究の成果については、研究代

表者が作成する様式Ｃ－１９「研究成果報告書」によ

り、日本学術振興会に成果報告（提出期限は、辞退又は

廃止することとなった研究課題の最終年度の翌年度の

６月３０日まで）を行うこと。 

  

（略） （略） 

  

③ 「学術変革領域研究（Ａ）」に係る研究成果報告書（研

究領域）等の提出 

研究領域の研究期間終了後の翌年度の６月３０日ま

でに、領域代表者（総括班研究課題の研究代表者）が、

研究領域内の各研究課題（公募研究を含む。）の補助事

業の成果を取りまとめた上で作成する、様式Ｃ－１８

「研究成果報告書（研究領域）」（様式Ｂ－１２「学術変

革領域研究研究成果報告書等提出届」を添える。）によ

り、日本学術振興会に成果報告を行うこと（様式Ｃ－１

８「研究成果報告書（研究領域）」は、電子データで提

供すること。）。特段の理由があって上記の提出期限ま

でに報告書を取りまとめられない場合には、領域代表

者が作成する、様式Ｃ－２３「研究成果報告書提出延期

届」（様式Ｂ－１２「学術変革領域研究研究成果報告書

等提出届」を添える。）を日本学術振興会に提出し、研

究成果の取りまとめができ次第速やかに、領域代表者

が作成する、上記報告書等により日本学術振興会に成

果報告及び届出を行うこと。 

③ 「新学術領域研究（研究領域提案型）」及び「学術変革

領域研究」に係る研究成果報告書（研究領域）等の提出 

研究領域の研究期間終了後又は「成果取りまとめ」の

研究課題の研究終了後の翌年度の６月３０日までに、

領域代表者（総括班研究課題の研究代表者）が、研究領

域内の各研究課題（公募研究を含む。）の補助事業の成

果を取りまとめた上で作成する、様式Ｃ－１８「研究成

果報告書（研究領域）」（様式Ｂ－１２「新学術領域研究

（研究領域提案型）及び学術変革領域研究研究成果報

告書等提出届」を添える。）により、日本学術振興会に

成果報告を行うこと（様式Ｃ－１８「研究成果報告書

（研究領域）」は、電子データで提供すること。）。特段

の理由があって上記の提出期限までに報告書を取りま

とめられない場合には、領域代表者が作成する、様式Ｃ

－２３「研究成果報告書提出延期届」（様式Ｂ－１２「新

学術領域研究（研究領域提案型）及び学術変革領域研究

研究成果報告書等提出届」を添える。）を日本学術振興

会に提出し、研究成果の取りまとめができ次第速やか

に、領域代表者が作成する、上記報告書等により日本学

術振興会に成果報告及び届出を行うこと。 

  

④ 「学術変革領域研究（Ａ）」に係る研究成果報告書（研

究領域）等が未提出の場合の取扱い 

研究代表者が、「研究成果報告書（研究領域）」（様式

Ｃ－１８、様式Ｆ－１８）又は「研究成果報告書提出延

期届」（様式Ｃ－２３、様式Ｆ－２３）を提出期限まで

に提出しない場合には、上記報告書等を日本学術振興

会に提出するまで、研究代表者及び研究分担者が実施

する補助事業の執行を停止すること（文部科学省又は

日本学術振興会が別に指示した場合は、その指示に従

うこと。）。 

研究分担者が、「研究成果報告書（研究領域）」（様式

Ｃ－１８、様式Ｆ－１８）又は「研究成果報告書提出延

期届」（様式Ｃ－２３、様式Ｆ－２３）を提出期限まで

に提出しない場合には、上記報告書等を日本学術振興

会に提出するまで、研究分担者が実施する補助事業の

執行を停止すること（文部科学省又は日本学術振興会

が別に指示した場合は、その指示に従うこと。）。 

④ 「新学術領域研究（研究領域提案型）」及び「学術変革

領域研究」に係る研究成果報告書（研究領域）等が未提

出の場合の取扱い  

研究代表者が、様式Ｃ－１８「研究成果報告書（研究

領域）」又は様式Ｃ－２３「研究成果報告書提出延期届」

を提出期限までに提出しない場合には、上記報告書等

を日本学術振興会に提出するまで、研究代表者及び研

究分担者が実施する補助事業の執行を停止すること

（文部科学省又は日本学術振興会が別に指示した場合

は、その指示に従うこと。）。  

研究分担者が、様式Ｃ－１８「研究成果報告書（研究

領域）」又は様式Ｃ－２３「研究成果報告書提出延期届」

を提出期限までに提出しない場合には、上記報告書等

を日本学術振興会に提出するまで、研究分担者が実施

する補助事業の執行を停止すること（文部科学省又は

日本学術振興会が別に指示した場合は、その指示に従

うこと。）。 

  

【研究成果発表に係る手続】 

3-26 研究成果を発表する場合には、次の手続を行うこ

と。 

① 研究成果発表における謝辞の表示 

研究代表者及び研究分担者が、論文等により補助事

業の成果を発表する場合には、論文等の謝辞又は所定

の箇所に補助金の交付を受けて行った研究の成果であ

ること（英文の場合は「JSPS KAKENHI Grant Number JP

８桁の課題番号」、和文の場合は「JSPS 科研費 JP８桁

の課題番号」）を必ず記載するよう、研究代表者及び研

究分担者に周知すること。 

また、研究機関のホームページや広報誌において補

【研究成果発表に係る手続】 

3-26 研究成果を発表する場合には、次の手続を行うこ

と。 

① 研究成果発表における謝辞の表示 

研究代表者及び研究分担者が、論文等により補助事

業の成果を発表する場合には、論文等の謝辞又は所定

の箇所に補助金の交付を受けて行った研究の成果であ

ること（「JSPS KAKENHI Grant Number JP８桁の課題番

号」）を必ず記載するよう、研究代表者及び研究分担者

に周知すること。 

また、研究機関のホームページや広報誌において補

助事業の成果を発表する場合には、その成果が補助金
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助事業の成果を発表する場合には、その成果が補助金

の交付を受けて行った研究の成果であることを表示す

ること。 

の交付を受けて行った研究の成果であることを表示す

ること。 

  

 （略）  （略） 

  

４ 適正な使用の確保 ４ 適正な使用の確保 

  

 （略）  （略） 

  

５ 研究活動における不正行為への対応 ５ 研究活動における不正行為への対応 

  

 （略）  （略） 

  

６ コンプライアンス教育及び研究倫理教育の実施等 ６ コンプライアンス教育及び研究倫理教育の実施等 

  

 （略）  （略） 

  

７ その他 ７ その他 

  

 （略）  （略） 

  

 


